
 

 

 

 

 

一時保護施設における個人情報の漏えいについて 

 

１．概要 

子ども女性相談センターの一時保護施設において、本年 11 月 14 日（木）に、職

員が、退所し帰宅する児童Ａに誤って別の児童Ｂの薬袋（児童の氏名等が記載され

たもの）を渡してしまったことにより、児童Ａ及びその保護者に児童Ｂに係る個人

情報が漏えいしたことが判明しました。 

 

２．経緯等 

 （１）発覚の経緯 

本年 11 月 14 日（木）夜に、帰宅した児童Ａの保護者から、荷物の中に別の

児童Ｂの薬袋が入っている旨の連絡がありました。 

なお、持ち帰った児童Ａが児童Ｂの薬を服用するといった事態にはなってい

ません。 

 （２）漏えいした個人情報 

児童Ｂの氏名、服用する薬の名前、薬を処方した医療機関及び薬局の名称 

 （３）子ども女性相談センターの対応 

子ども女性相談センター職員が翌 11 月 15 日（金）に、児童Ｂの保護者に経

緯を説明して謝罪するとともに、児童Ａの保護者にも謝罪し、薬袋を回収しま

した。 

 

３．原因 

子ども女性相談センター職員が退所する児童Ａの荷物を準備する際に、誤って児

童Ｂの薬袋を荷物に入れてしまったものです。 

 

４．再発防止策 

退所の際、児童の荷物のダブルチェックを徹底します。 
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